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2025年度ATSシンポジウム
管制方式基準の改正



講演内容

令和6年11月～令和7年10月における管制方式基準の主な改正内容について

○ GADSS 導入に伴う改正（令和6年11月28日適用）

○ GLS進入の新設（令和7年1月23日適用）

○ 福岡空港増設滑走路供用開始に伴う改正（令和7年3月20日）

＜目次＞

改正概要／GADSSについて／ICAO第11附属書改正による対応／
関係者の対応フロー

改正概要／GBAS及びGLS進入について

改正概要／改正の背景等

○ SID/STARと速度の関係に係る改正（令和7年8月7日）
改正概要／2023年度ATSシンポジウム講演内容より
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緊急機の捜索救難機関への通知に係る緊急状態に係る措置基準の
変更

航空会社、管制機関及び捜索救難機関が、緊急事態に陥った航空機の
位置情報を把握するためのシステム
＝GADSS（Global Aeronautical Distress and Safety System）導入

主な改正内容①

○ GADSS 導入に伴う改正（令和6年11月28日適用）

ICAO第11附属書（航空交通業務）の改正

＜改正概要＞
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●管制機関や捜索救難機関等はLADRに
格納された航空機の最新の位置情報
メールにより入手
→航空機の墜落箇所を半径6nm以内に

特定(管轄FIRの境界を越えた特定も
可能)する。 従前のELT等も併用

管制機関
航空会社

捜索救難機関

LADR

●緊急事態(姿勢・速度の異常、全エンジン

の推力喪失、地上との接近等)に陥った
航空機の情報は、自機の位置情報を自
動的かつ1分ごとにLADR(データベース)
から連絡簿に登録された連絡先に通報
される

主な改正内容①

＜GADSSについて＞
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主な改正内容①

・管制機関は、
連絡簿に連絡先等を登録し適宜更新する

・管制機関の連絡先：
福岡管制部

・第5管制業務処理規程改正
(VI)緊急方式 2 警急業務
警戒の段階
「航空機の航行性能が悪化したが、
不時着のおそれがある程でないか、
又は不時着の可能性が判断できない旨
の連絡があった場合」に改正
→不時着のおそれがある程航行性能が

悪化した等の情報を入手した際は「遭難
の段階」に警戒レベルを引き上げる

第11附属書(航空交通業務)
適用日: 2024年11月28日

＜ICAO第11附属書改正による対応＞
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主な改正内容①

航空機 航空会社 管制機関 RCC
15分毎に位置情報提供 通常であることを確認

緊急事態発生

姿勢・速度の異常、全エンジンの推力喪
失、地上との接近等

LADR

緊急事態を覚知 緊急事態を覚知緊急事態を覚知

該当機の
位置情報を確認

＜管制機関及びRCCの基本的な対応＞
RCCは該当管制機関に照会する。該当管制機関は状況を確認しRCCに
回答する。また、航空会社から福岡管制部に該当機にかかる状況の連
絡があった場合は、航空会社に状況を報告する。

該当管制機関に照会

１分毎に位置
情報送信

状況確認
と報告

状況確認と報告
（該当機と通信がない場合も

あり）

状況連絡状況報告

状況確認

状況報告

状況確認

(第一報)
状況確認している旨
を速やかに報告

状況報告

(凡例)

メールの流れ

時間の流れ

情報の流れ

＜航空機の基本的な対応＞
緊急事態が発生した場合、パイロットは
航行中の区域を管轄する管制機関に状況
を報告する。

＜航空会社の基本的な対応＞
状況確認していることを福岡管制部に速
やかに報告するとともに、該当機と通信
があれば状況を確認し、福岡管制部に連
絡する。

回答
自管轄区域内における該当機の
有無、状況及び位置情報等を

RCCに回答

以後は状況に応じて捜索等に移行

照会

LADRから情報が配信された時のフロー

＜関係者の対応フロー＞



GBAS（地上直接送信型衛星航法補強システム）
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GLS（GBAS Landing System）進入

主な改正内容②

○ GLS進入の新設（令和7年1月23日適用）

GPSによる精密進入を行うため、GPS衛星の測位誤差や異常を監視
し、地上に設置した送信装置から、測位誤差やGPSの信頼性に関す
る情報に加え、最終進入経路情報をVHF帯の電波で直接航空機へ
送信するシステム

＜改正概要＞

GBASを用いた計器進入方式であり、令和2年7月から東京国際空港
において試行運用及び評価
本運用を開始することに伴う規定の新設



7

主な改正内容②

GBAS

GLS進入する航空機は、GBAS信号を用いてGPS測位の誤差補正を行うことで、自機の位置を正確に把握
できるため、精密進入が可能

＜GBAS及びGLS進入について＞

GLS進入

航空保安業務の概要（2025）より



主な改正内容③

○ 福岡空港増設滑走路供用開始に伴う改正（令和7年3月20日）

定義の新設

管制用語の新設

【進入／出発停止線(Approach / Departure hold line)】
滑走路への進入又は滑走路から出発する航空機への影響を考慮
し、地上走行を行う航空機の進入を防止する目的で誘導路上に設
置された停止線をいう。

＜改正概要＞

【通過指示にかかる管制用語】
★進入／出発停止線を通過してください。
CROSS APPROACH / DEPARTURE HOLD LINE.
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→管制運用上、
「進入／出発停止線」と定義
航空機は手前で必ず停止

2基目の停止位置標識
及び誘導路案内灯を新設

1基目の
停止位置標識

主な改正内容③

＜改正の背景等＞

【福岡空港における停止位置標識】 【進入／出発停止線に関する措置及び使用周波数】
・進入／出発停止線を越えて地上走行させる場合には、
使用滑走路等に応じて、進入又は出発停止線の通過を
指示するものとする。
★進入／出発停止線を通過してください。
CROSS APPROACH / DEPARTURE HOLD LINE.

・地上走行に関する情報及び指示の発出は、原則として地
上管制周波数を使用して行うが、進入／出発停止線の通
過に関する指示の発出は、飛行場管制周波数を使用して
行うものとする。

福岡空港レイアウト（AIPより）
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主な改正内容④

○ SID/STARと速度の関係に係る改正（令和7年8月7日）

SID/STARと速度の関係性の明確化

SID（標準計器出発方式）及びSTAR（標準計器到着方式）承認後は、
公示された速度に従って飛行すること、別途速度を指示された場合
は当該指示速度に従って飛行することについて、誤解を生じる可能
性のある関連項目に補足の説明を追加

＜改正概要＞

・SID/STARに公示された速度は飛行経路の変更により無効とならないこと
・STARの承認前後において速度を指示した場合は、当該指示速度が優先

されること
・STARを経由して進入許可を発出する場合は、別途速度調整を指示しない

限りSTARに公示された速度に従って飛行すること
10
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主な改正内容④

＜2023年度ATSシンポジウム講演内容より＞
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主な改正内容④

＜2023年度ATSシンポジウム講演内容より＞



ありがとうございました。


